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● 労働安全衛生法（ 第6 条）に基づき 、労働災害の防止に関し 基本と なる目標、重点課題等を 厚生労働大臣が定める５ か年計画。

● 第13 次労働災害防止計画では、死亡者数の減少を 図るこ と ができ た。

● 中小事業者や第三次産業における安全衛生対策の取組が必ずし も 進んでおらず、

また、６ ０ 歳以上の労働者の割合が増加し た影響により 、死傷者数が増加し た。

また、中高年齢の女性を 始めと し て労働者の作業行動に伴う 転倒等の労働災害が約4 割(3 7 % )を占める 。

労働災害防止計画と は

転倒防止対策や高年齢労働者に配慮した職場環境の整備等、中小事業者や第三次産業を中心に自発的な取組を促す環境整備が必要CHECK

労働災害防止計画／安全衛生を 取り 巻く 現状①

【 参照条文（ 労働安全衛生法）(抄)】

第六条　 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を き いて 、労働災害の防止のための主要な 対策に関する 事項

その他労働災害の防止に関し 重要な 事項を 定めた計画（ 以下「 労働災害防止計画」と いう 。）を 策定し なければなら ない。
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１ ．第13 次労働災害防止計画期間における労働災害発生状況　

死傷者数は、５ 年で５ ％減を 未達成。 

（ 目標 R 4 :11 4 ,4 3 7人⇒ R 4 :  1 3 2 , 3 5 5 人）

※新型コ ロ ナ罹患による も のを 除く

5 年で1 5 % 減死亡者数 5 年で5 ％減死傷者数
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安全衛生を 取り 巻く 現状②

２ ．職場における労働者の健康状態等

● 化学物質（ 有害物）を 起因物と する労働災害が年間約4 0 0 件発生。

● 上記約4 0 0 件の8 割を占めるのは、特化則等の個別規制の対象外と なっている 物質による 。

よって 、事業場における自律的管理の定着が必要不可欠。

● 石綿使用建築物の解体は2 0 3 0 年頃がピーク で 、更なる 石綿ばく 露防止対策の推進が必要。

３ ．化学物質等を 起因と する労働災害の状況等

職場における 傷病等を 抱える労働者の現状

● 労働人口の約3 人に1 人が、何ら かの病気を 抱えな がら 働いている 。

● 一般定期健康診断の有所見率は5 0 ％を 超え 、疾病リ スク を抱える労働者は増加傾向。

● 治療と 仕事を 両立できるよう な 取組がある 事業所は約4 割。

▶  疾病を抱える労働者が離職する時期の8 割以上が治療開始後。

労働者の心身の健康状態

● 仕事で強い不安やスト レスを 感じ る労働者の割合は、約5 割。

● 小規模事業場におけるメ ンタ ルヘルス対策の取組は、低調。
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● 事業者の安全衛生対策の促進と 社会的に評価さ れる 環境の整備を 図っていく 。そのために、厳し い経営環境等さ まざまな

事情があったとしても 、安全衛生対策に取り 組むこと が事業者の経営や人材確保・ 育成の観点から もプラスであると 周知する 。

● 転倒等の個別の安全衛生の課題に取り 組んでいく 。

● 誠実に安全衛生に取り 組まず、労働災害の発生を 繰り 返す事業者に対しては厳正に対処する 。

計画の方向性

自発的に安全衛生対策に取り 組むための意識啓発

　 社会的に評価さ れる 環境整備、災害情報の分析強化、DXの推進

労働者（ 中高年齢の女性を 中心に）の作業行動に起因する

労働災害防止対策の推進

高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

多様な 働き 方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進

個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

業種別の労働災害防止対策の推進

　 陸上貨物運送事業、建設業、製造業、林業

労働者の健康確保対策の推進

　 メ ンタ ルヘルス 、過重労働、産業保健活動

化学物質等による 健康障害防止対策の推進

　 化学物質、石綿、粉じ ん、熱中症、騒音、電離放射線

8つの重点対策

第14 次労働災害防止計画の概要

令和5 年（ 2 0 2 3 年）4月1日～令和10 年（ 2 02 8 年）3月31日までの5か年計画

死傷災害 増加傾向に歯止めをかけ2027年までに減少死亡災害 5％以上減少

01
POI NT

02
POI NT

03
POI NT

04
POI NT

05
POI NT

06
POI NT

07
POI NT

08
POI NT



● 社会的に評価さ れる 環境整備、災害情報の分析強化、D Xの推進

自発的に安全衛生対策に

取り 組むための意識啓発

M
inistry of H

ealth, Labour and W
elfare of Japan
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①自発的に安全衛生対策に取り 組むための意識啓発

安全かつ安心して働く こ と ができる 職場づく り は、「 コ スト 」では無く「 人的投資」

● 労働者の安全と 健康を 守る 　 ● 労働災害に伴う 生産設備の停止や各種費用による 経済的損失を 回避（ 軽減）

● 人材の確保・ 育成を 始めと する 組織の活性化、業績向上、（ 社会的）価値の向上

CHECK

● ビジネスパート ナーからの信頼　 ● 金融機関・ 投資家からの信用・ 評価

● 商品・ サービスに対する選好等

「 健康経営の取組メ リ ット 」

● 健康経営優良法人（ 大規模法人部門）　：  2 ,6 7 6 件

● 健康経営優良法人（ 中小規模法人部門）：  1 4 ,0 1 2 件

「 健康経営の認定実績（ 2 0 2 2 年度）」

目標3 　 あら ゆる 年齢の全ての人々の健康的な生活を 確保し 、福祉（ ウェ ルビーイング）を 促進する 。

3 .9： 2 0 3 0 年までに、有害化学物質、なら びに大気、水質及び土壌の汚染による 死亡及び疾病の件数を 大幅

に減少さ せる 。

目標8 　 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と 働き がいのある人間らし い雇用

を 促進する 。

8 .8： 移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な 雇用状態にある 労働者など 、すべての労働者の権利を

保護し 、安全・ 安心な労働環境を 促進する 。

【 SD Gs（ Su sta i n ab l e  D eve l o p m en t G o a l s）】

安全衛生の取組を 見える 化する 仕組みを 活用し 、主体的に安全衛生対策に取り 組む。

＊国等は、安全衛生経費の確保の重要性について 、実際に業務を 行う 事業者は元より 仕事の注文者に対しても 周知啓発を 行う 。

事業者に取り 組んでも ら いたいこ と

ステーク ホルダーと の関係における「 健康経営」のメ リット

【 SA FEコ ンソ ーシアム】 【 安全衛生優良企業公表制度】

重点①重点事項ごと の具体的取組 



労働者（ 中高年齢の女性を 中心に）の

作業行動に起因する

労働災害防止対策の推進

M
inistry of H

ealth, Labour and W
elfare of Japan
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労働災害発生の要因分析①  （ 高年齢労働者）

● 労働者の高齢化による影響

１ ．作業行動に起因

■  全年齢 　 ■  6 0 歳以上　 　 　  6 0 歳以上の占める割合 ■  全年齢 　 ■  6 0 歳以上　 　 　  6 0 歳以上の占める割合

資料出典： 労働力調査（ 総務省）における年齢別雇用者数（ 役員を 含む。）

※平成2 3 年は東日本大震災の影響により 被災3 県を 除く 全国の結果と なっている 。

資料出典： 労働者死傷病報告
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労働災害は、様々な要因が絡み合って発生するも のであるが、

その内容や各種経済指標から 推察さ れる 増加要因は、以下のよう なも のである 。

雇用者 労働災害による 死傷者数

6 0 歳以上の高齢者の

占める 割合は1 8 .4 ％

休業4 日以上の死傷者数のう ち

6 0 歳以上の高齢者の

占める 割合は2 8 .7 ％

（ 万人） （ 人）
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事故の型別毎の労働災害発生状況

■ 転倒は、高年齢になるほど労働災害発生率が上昇。

■ 高年齢女性の転倒災害発生率は特に高い。

　  ⇒　 年齢の上昇に着目し た対策は転倒、墜落・ 転落で 特に重要な課題（ とり わけ中高年齢女性の転倒防止）

※千人率＝労働災害による 死傷者数/その年の平均労働者数×1 ,0 0 0

※便宜上、15 ～19 歳の死傷者数には14 歳以下を 含めた。

データ 出典： 労働者死傷病報告（ 令和3 年）

　 　 　 　 　： 労働力調査（ 基本集計・ 年次・ 2 0 2 1年）
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ケース①： 製造業

労働災害の事例紹介① 重点②

被災者情報

性　 　 別 女性

年　 　 齢

経験年数

6 0 代

9 か月

工場の作業場で水を まいて清掃していた01

濡れた 床で足をすべら せ、転倒02

右手を つき 、骨折（ 休業見込期間は6か月）03

CHECK
労働災害の発生要因（ 推察）

清掃中に床が濡れており 、転倒し やすい状況であったこと 。被災者は高年齢女性であり 、身体機能（ 骨密度・ 体幹等）

の低下によるも のも 一因と 推察さ れる 。
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ケース②： 小売業

労働災害の事例紹介② 重点②

被災者情報

性　 　 別 女性

年　 　 齢

経験年数

7 0 代

1年

商品の陳列作業中に、店内の別の売場に商品を 取り に行く01

床に足をと ら れ、何も ないと こ ろでつまづき 、転倒02

右ひざ を 床に強打し 、骨折　（ 休業見込期間は2 か月）03

CHECK
労働災害の発生要因（ 推察）

被災者は高年齢女性であり 、身体機能（ 骨密度・ 体幹等）の低下によるも のも 一因と 推察さ れる 。
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● 高年齢女性は、転倒災害の発生率だけで 、全労働者の全ての労働災害の発生率

より も 高い。

転倒災害の発生率

● 中高年齢女性は、骨密度の低下により 、骨折し やすいため、休業日数が1ヶ 月を 超

える重篤な災害になり 得る 。

転倒災害のリ スク

全ての労働者の転倒災害による 平均休業見込日数は4 7 日（ 令和3 年）

■ 墜落、転落 ■ 転倒 ■ 激突 ■ 飛来、落下

■ 崩壊、倒壊 ■ 激突さ れ ■ はさ まれ、巻き込まれ ■ 切れ、こすれ
■ 踏み抜き  ■ おぼれ ■ 高温・ 低温の物との接触 ■ 有害物等との接触

■ 感電 ■ 爆発 ■ 破裂 ■ 火災

■ 交通事故（ 道路） ■ 交通事故（ その他） ■ 動作の反動、無理な動作 ■ その他
■ 分類不能

■ 骨折　 　 　 ■ 関節の障害　 　 　 ■ 打撲傷　 　 　 ■ 創傷　 　 　 ■ その他

②労働者（ 中高年齢の女性を 中心に）の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

①： 転倒災害は、加齢による骨密度の低下が顕著な中高年齢女性を 始めとして、極めて高い発生率と なっており 、対策を 講ずべきリ スク で

あること を 認識する 。

事業者に取り 組んでも ら いたいこ と  【 転倒予防対策】

重点②重点事項ごと の具体的取組 
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全ての労働災害 6 5 歳以上の女性の転倒災害
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転倒等リ スク チェ ッ ク

● 特に高年齢女性に対して、市町村が実施する「 骨粗し ょ う 症検診」の受診を 勧奨する 。

骨粗し ょ う 症検診の受診勧奨

● 労働者の身体機能低下を 抑制し 、転倒災害を 予防する 。

運動プログラムの導入等

②労働者（ 中高年齢の女性を 中心に）の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

②： 転倒し にく い環境づく り（ 段差の解消・ 見える 化、通路や作業場所の床の水等の拭き取り 、整理整頓の徹底等のハード 対策）だけでなく 、

個々の労働者の転倒や怪我のし やすさ への対応（ 転倒等リ スク チェ ッ ク の実施と 結果を 踏まえた 運動プログラムの導入等、骨粗し ょ う 症

検診の受診勧奨等のソ フト 対策）に取り 組む。

重点②重点事項ごと の具体的取組 

中災防

転倒災害防止のための身体機能向上セミ ナー

厚生労働省　 毎日3 分でできる

転びにく い体をつく る 職場エク ササイ ズ

事業者に取り 組んでも ら いたいこ と  【 転倒予防対策】
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その結果

・ 労災事故の発生防止につな が

り 、新規出店や社員の入れ替わ

り により 新規入社者が多い中で

も 、発生件数の千人率は過去最

低と なっている。

・ また、伝える 内容にブレがなく

なり 、全店での安全教育のスタ

ンダード レ ベルのアップにも 繋

がった。

● 小売業では4 7 % 、医療・ 福祉では4 4 ％が正社員以外への雇入時教育を 未実施（ 平成2 8 年）

　  （ 小売業や介護施設等では人手不足により 業務多忙が常態化しているこ と 等から 、雇入時教育等の安全衛生教育が適切に実施さ れていると はいえない実態がある 。）

安全衛生教育の実施

重点事項ごと の具体的取組 

②労働者（ 中高年齢の女性を 中心に）の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

③： 特に第三次産業において、注意喚起をしておく こ と で防げた災害も 多いこと から 、

パート・ アルバイト の労働者も 含めて安全衛生教育を 着実に実施する 。

重点②

事業者に取り 組んでいただき たい内容（ 2 0 2 7 年まで）（ アウト プッ ト 指標）

● 転倒防止（ ハード・ ソフト 両面からの対策）に取り 組む事業場を5 0 ％以上

● 正社員以外への安全衛生教育の実施率を8 0 ％以上（ 卸売業・ 小売業／医療・ 福祉）

取組の成果と し て得ら れる 結果（ 2 0 2 7 年まで）（ アウト カ ム指標）

● 転倒の年齢層別死傷年千人率を2 0 2 2 年と 比較して男女と も 増加に歯止め

● 転倒による 平均休業見込日数を4 0 日以下

動画を 活用して労災事故発生防止！ 事故を 未然に予見する！K YT活動（ 危険予知ト レ ーニング）

食品スーパーマーケッ ト と いう パート タ イム社員やアルバイト 社員が多い業種のため、入社時の安全教

育や継続的な啓蒙活動を 、より 分かり 易く 伝えるための動画教材を 作成し まし た。

店舗社員が普段から よく 知っている 、営業や店舗支援業務を 担う 部署に属する 社員が、自ら 説明するこ

と でより 具体的で 伝わり やすい内容と なり まし た。

・ 店舗メ ンバー： 約2 4 ,0 0 0 人が在籍
・ パート 、アルバイト への安全教育が行き届いていない
・ 店舗規模（ 従業員数）が3 0 人～2 5 0 人と 格差が大きい

背景

・ 危険予知ができるメ ンバーを 育成し 、事故を 予見するこ と で未然に防止する目的

・ デジタ ルツール「 Fo r m s」を 利用し 、システム開発費用はなし
・ 店舗用スマホ型端末を 使用し 、個々の労働者のスケジュールに合わせて危険予知ト レ ーニングを

実施できる
・ 前月の労働災害を題材にすること が可能であり 、毎月繰り 返し 実施する事で継続的な教育ができる

内容

○カゴ 車の車輪で足を 踏む

○カゴ 車が転倒して下敷きになる

○カゴ 車の底板が抜ける

※毎月、15 ～2 5 問前後出題

回答選択式

全店舗（ 2 4 ,0 0 0 人）対象人数

・ 月間平均実施率： 8 8 ％

・ 月間平均実施人数： 約2 0 ,0 0 0 ～2 1 ,0 0 0 人
定量的効果

12 月度K Y T（ 危険予知ト レ ーニング）活動

◆こ のイ ラ スト は、事故の直前を 描いた も ので す。こ のあと ど ん な 事故が発生する

でし ょ う か。1つ 選択し てく だ さ い。
＊
（ 6 点）

事業者に取り 組んでも ら いたいこ と
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納品先で 台車を 使って運んでいたと こ ろ 、荷が倒れそう になっ たので支え た際に腰

に痛みを 感じ た

浴場に移送するため利用者を 抱え 上げよう と し て 、腰に痛みを 感じ た直後動けなく

なった

陸上貨物運送事業の災害事例

保健衛生業の災害事例

職場の腰痛災害を 取り 巻く 現状

腰痛災害は、陸上貨物運送事業、保健衛生業で多発しており 、職場復帰まで長い期間がかかるほか、経験年数の短い労働者も 被災している

重点②

被災者情報

年齢、性別 2 0 代、男性

休業日数

経験年数

1か月

1年

被災者情報

年齢、性別 2 0 代、女性

休業日数

経験年数

3 か月

1か月以内

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

業
種
別

　千
人
率

H29 H30 H31/ R1 R2 R3

0.35
0.33

0.35

0.38

0.41

0.21
0.2

0.21

0.24
0.25

0.09 0.09 0.09
0.1 0.1

陸上貨物運送事業　 　 　 　 保健衛生業　 　 　 　 全産業

陸上貨物運送事業

保健衛生業

全業種
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②労働者（ 中高年齢の女性を 中心に）の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

重点②重点事項ごと の具体的取組 

【 スラ イディ ングボード 】 【 スラ イディ ングシート 】 【 リ フ タ ー】 【 自動搬送装置】 【 重量物注意の警告表示】

事業者に取り 組んでも ら いたいこ と  【 作業に合った 腰痛予防対策】 抱え 上げない介護・ 看護で 、腰痛を 防止し まし ょ う！

介護・ 看護： 身体の負担軽減のための介護技術（ ノ ーリ フト ケア）や介護機器等

の導入

荷物取扱い： 人力による重量物の取扱いをできるだけ避け、リ フ タ ーや自動搬送

装置を 使う

重量物注意の警告表示を 行っている 　 等

ノ ーリ フト ケアを 導入している 事業場を2 0 2 3 年より 増加（ 介護・ 看護作業） 社会福祉施設での腰痛の死傷年千人率を 2 0 2 2 年と 比較して減少

事業者に取り 組んでいただき たい内容（ 2 0 2 7 年まで）（ アウト プッ ト 指標） 取組の成果と し て得ら れる 結果（ 2 0 2 7 年まで）（ アウト カ ム指標）
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高年齢労働者の労働災害の特徴　 年齢別・ 男女別・ 業種別の傾向

■  男 　 ■  女

データ 出所： 労働者死傷病報告（ 令和３ 年） 労働力調査（ 基本集計・ 年次・ 2 0 2 1年）

※1年間の平均労働者数として、「 役員を 含んだ雇用者数」を 用いている 。

※千人率＝労働災害による 死傷者数/平均労働者数×1 ,0 0 0

※便宜上、15 ～19 歳の死傷者数には14 歳以下を 含めた。

データ 出所： 労働者死傷病報告（ 令和３ 年） 労働力調査（ 基本集計・ 年次・ 2 0 2 1年）

■ 労働災害発生率（ 千人率）は、男女と も に、若年層と 高年齢労働者で高い。

■ 65～74歳の労働災害発生率（ 千人率）を3 0 歳前後の最小値と 比べると 、男性で 約２ 倍、女性で 約３ 倍。
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ケース③： 高年齢労働者の災害

労働災害の事例紹介③ 重点③

被災者情報

性　 　 別 男性

年　 　 齢

経験年数

6 0 代

3 年

不点灯の蛍光管を 交換するため、脚立を 用いて作業していた01

ステッ プ で足を 踏み外し 、落下02

右足を 床面に強打し 、捻挫　（ 休業見込期間は1か月）03

CHECK
労働災害の発生要因（ 推察）

照度が不十分な環境であったこと に加え、労働者の視力や筋力等の身体機能の低下も 一因と 推察さ れる 。



PAGE 21※エイジフレンド リ ー

ガイド ラ イン 全文

（ 厚生労働省H P）

令和2 年3月16日付け

基安発0 316 第１号通知
重点事項ごと の具体的取組

③高年齢労働者の労働災害防止対策の推進（ １ ）

■ エイジフレンド リ ーガイド ラ インを 踏まえた対策 ＊国では「 エッ センス 版」の作成・ 周知啓発

安全衛生管理体制の確立等
経営ト ッ プ自ら 安全衛生方針を 表明し 、担当組織・ 担当者を 指定、リ スク アセスメ ント の実施

職場環境の改善
身体機能の低下を 補う 設備・ 装置の導入、高年齢労働者の特性を 考慮し た作業管理、勤務形態等の工夫

高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
健康測定等により 、事業者、高年齢労働者双方が健康や体力の状況を 客観的に把握

高年齢労働者の健康や体力の状況に応じ た対応
把握し た状況に応じ て適合する 業務をマッ チング、身体機能の維持向上への取組

安全衛生教育
写真や映像等の情報を 活用し た安全衛生教育、経験のない業種や業務に従事する 場合の丁寧な 教育訓練

重点③

事業者に取り 組んでも ら いたいこ と

01
POI NT

04
POI NT

03
POI NT

02
POI NT

05
POI NT

事業者に取り 組んでいただき たい内容（ 2 0 2 7 年まで）（ アウト プッ ト 指標）

「 エイジフレンド リ ーガイド ラ イ ン 」に沿った対策を講じ る 事業場を 5 0 ％以上

取組の成果と し て得ら れる 結果（ 2 0 2 7 年まで）（ アウト カ ム指標）

6 0 歳以上の死傷年千人率を 2 0 2 2 年と 比較して男女と も 増加に歯止めを かける
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エイジフレンド リ ー補助金（ ご 案内） 重点③

「 高年齢労働者の労働災害防止対策」や「 コ ラ ボヘルス等の労働者の健康保持増進」のための取組に対して補助

暑熱作業のある事業場における
休憩施設の整備

移乗介助の際の身体的負担を軽減する
機器の導入

転倒・ 腰痛災害防止のための
運動指導の実施

従業員通路への凍結防止装置の導入水場における防滑性能の高い床材等の導入従業員通路の段差の解消

補助案件 補助対象と なる 取組

高年齢労働者（ 6 0 歳以上）の労働災害の防止のための取組に要する費用が補助対象

● 転倒・ 墜落災害防止対策

● 重量物取扱いや介護作業における労働災害防止対策

● 暑熱な 環境による労働災害防止対策

● その他の高年齢労働者の労働災害防止対策

高年齢労働者の労働災害防止コ ース

労働者の健康保持増進のための次の取組に要する費用が補助対象

● 健 康診断結果等を 踏まえ た禁煙指導、メ ンタ ルヘルス 対策、ハラスメ ント 対策等

の健康教育等（ オンラ イン 開催、eラ ーニングなども 含む）※産業医、保健師、精神

保健福祉士、公認心理師、労働衛生コ ン サルタ ント 等によるも の

● 事業所カ ルテ・ 健康スコ アリ ングレポート の活用等によるコ ラ ボヘルスを 実施す

るための健康診断結果等を 電磁的に保存及び管理を行う システムの導入

● 栄 養・ 保健指導の実施などの労働者への健康保持増進措置（ 健康診断、歯科検

診、体力チェ ッ ク の費用は除く ）

コ ラ ボヘルスコ ース

※ 2 コ ース併せての上限額は10 0 万円です。

※ 2 コ ース併せた申請の場合は、必ず2 コ ース同時に申請してく ださ い（ 月を 変えて別々の申請はできません）。

※ 全ての申請者に交付さ れる も ので はあり ません。

※1  中小企業事業者の範囲

※ 労働者数または資本金等のいずれか一方の条件を 満たせば中小企業事業者と なり ます。

対
象
事
業
者

補
助
対
象

補
助
率

（
上
限
額
）

高年齢労働者の

労働災害防止対策コ ース
コ ラ ボヘルスコ ース

（ 1 ）労災保険加入している

（ 2 ）中小企業事業者（ ※1 ）

（ 3 ）高年齢労働者（ 6 0 歳以上）を常時1

名以上雇用し 、対象の高年齢労働者

が対策を実施する業務に就いている

高年齢労働者にと って危険な 場所や負

担の大き い作業を 解消する取組に要し
た経費（ 機器の購入・ 工事の施工等）

コ ラ ボヘルス等の労働者の健康保持増

進のための取組に要し た経費

1 ／2

（ 上限額： 1 0 0 万円）

3 ／4

（ 上限額： 3 0 万円）

（ 1 ）労災保険加入している
（ 2 ）中小企業事業者（ ※1 ）

（ 3 ）労働者を常時1 名以上雇用している

小売業

業　 　 種
常時使用する

労働者数

資本金又は

出資の総額

サービス業

卸売業

その他の業種

5 0 人以下

1 0 0 人以下

1 0 0 人以下

3 0 0 人以下

5 ,0 0 0 万円
以下

5 ,0 0 0 万円
以下

1 億円以下

3 億円以下

小売業、飲食店、
持ち帰り 配達飲食サービス業

医療・ 福祉、宿泊業、娯楽業、教育・ 学習
支援業、情報サービ ス業、物品賃貸業、

学術研究・ 専門・ 技術サービス業など

卸売業

製造業、建設業、運輸業、農業、林業、
漁業、金融業、保険業など
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重点事項ごと の具体的取組

健康診断結果を データ 保存・ 管理し 、保険者にデータ を 提供。保険者と 連携して、予防・ 健康づく り などのコ ラ ボヘルス（ ＊）を 実施。

■ コ ラ ボヘルスの事例

① 健康保険組合提供のレ セプト データ なども 活用し ながら 、定期健康診断結果や長時間労働データ などの分析を 行い、事業場の保健師・

看護師が課題解決のための施策（ 運動セミ ナー、メ ンタルヘルスのe-l earn i n g など）を 各部門ごと に提案すること で、具体的な取組みに

つなげら れた。

② 健康保険組合による禁煙外来費用の全額補助を 活用し 、喫煙率が４ 年間でマイナス５ ％と なっ た。

③高年齢労働者の労働災害防止対策の推進（ ２ ）

● 経営者に対し 、保険者が自らのデータヘルス分析と 併せて、

スコ アリングレポート の説明を行い、従業員等の健康状況

について現状認識を持ってもらう こと を 想定。

● そ の上で 、企業と 保険者が問題意識を 共有し 、経営者の

ト ッ プダウンによるコラ ボヘルス※の取組の活性化を図る。

健康スコ アリ ングレポート の活用方法

＊ 事業者が保険者と 連携し た健康保持増進。国は、コラボヘルス推進のための費用の一部をエイジフレンド リ ー補助金にて支援

（ 2018年度実績）

（ ＊）N ation al  D ata Base（ レセプト 情報・ 特定健診等情報データ ベース）

● 各健保組合の加入者の健康状態や医療費、予防・ 健康づく

り への取組状況等について、全健保組合平均や業態平均

と 比較し たデータ を見える化。

● 厚労省・ 経産省・ 日本健康会議の三者が連携し 、N DB（ ＊）

データ から 保険者単位のレポート を作成の上、約1 ,4 0 0 の

全健保組合及び20 の国家公務員共済組合に対し て通知。

＊ 健康スコ アリ ングレポート の概要

重点③

事業者に取り 組んでも ら いたいこ と
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外国人雇用事業所数及び外国人労働者数の推移

外国人労働者の労働災害発生状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31/ R1 R2 R3 R4

外国人労働者数の増加に伴い、外国人労働者の死傷者数も 増加傾向。　 全業種と 比較して、外国人労働者の災害発生率は高い。

こ れについて、以下の要因が考えら れる 。

①業務経験が比較的短い　 ②日本語そのも のの理解が不十分　 ③コ ミ ュ ニケーショ ン不足により 、職場の「 危険」の伝達・ 理解も 不足

重点④

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

令和３ 年死傷年千人率

全て（ 役員除く ）

外国人労働者

2 .3 2

※令和4 年1月2 8 日厚生労働省発表「 外国人雇用状況」の届出状況まと め

　（ 令和3 年10 月末現在）より 数値引用

労働者死傷病報告の様式改正に伴い、平成3 1年以降の死傷者数は平成3 0 年までと は把握の方法が

異なっている 。　 ※新型コ ロナウイルス感染症へのり 患によるも のを 除く

外
国
人
労
働
者
数
・
事
業
場
数

外
国
人
労
働
者
数
と
外
国
人
死
傷
者
数
の
推
移 0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

■  外国人労働者数　 　 　 　 事業場数

（ 人）（ 人）

■ 死傷者数

　 　  外国人労働者

（ 人） （ 箇所）

全ての労働者と 比較し て外国人労働者の

労働災害発生率は高く 対策が急務

2 . 6 4

1,443

1,055
1,265 1,239 1,292

1,548 1,732
2,005 2,211

2,494
2,847

3,928

1,727,221

4,416 4,577
4,808

1,822,725
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重点事項ごと の具体的取組 

④多様な 働き 方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進

■ 「 テレワーク ガイド ラ イン 」（ ＊1 ）や「 副業・ 兼業ガイド ラ イン 」（ ＊2 ）に基づく 労働者の安全と 衛生の確保

（ ＊1 ）「 テレ ワーク の適切な 導入及び実施の推進のためのガイド ラ イン 」（ 令和3 年3月改定）

（ ＊2 ）「 副業・ 兼業の促進に関するガイド ラ イン 」（ 令和4 年7月最終改定）

■ 外国人労働者への安全衛生教育や健康管理を 実施　 ＊国は、危険を「 見える 化」するピクト グラム安全表示の開発を 促進

・ 外国人労働者が、内容を 確実に理解できる方法で 行う 。（ 母国語や視聴覚教材の使用）

・ 使用さ せる 機械等、原材料等の危険有害性や取扱方法を 確実に理解さ せる 。

・ 標識、掲示及び表示等に図解を 用いる 、母国語で 注意喚起語を 表示する 。　 等

重点④

事業者に取り 組んでも ら いたいこ と

事業者に取り 組んでいただき たい内容（ 2 0 2 7 年まで）（ アウト プッ ト 指標）

母国語や視聴覚教材を用いて、外国人労働者向けの災害防止の教育を実施している事業場

を 5 0 ％以上

取組の成果と し て得ら れる 結果（ 2 0 2 7 年まで）（ アウト カ ム指標）

外国人労働者の死傷年千人率を 全体平均以下
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①　 労働者以外の者にも 危険有害な作業を 請け負

わせる 場合は、請負人（ 一人親方、下請業者）に対

しても 、労働者と 同等の保護措置を 実施。

②　 同じ 作業場所にいる 労働者以外の者（ 他の作

業を 行っている 一人親方や他社の労働者、資材

搬入業者、警備員など 、契約関係は問わない）に

対しても 、労働者と 同等の保護措置を 実施。

重点事項ごと の具体的取組 

⑤個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

重点⑤

建設アスベスト 訴訟の最高裁判決において、労働安全衛生法第2 2 条は、労働者だけでなく 、同じ 場所で 働く 労働者でない者も 保護する 趣

旨と の判断がさ れたこと を 踏まえ、同条に基づく 省令の規定を 改正。

＊「 個人事業者等に対する安全衛生対策のあり 方に関する 検討会」において、事業者が個人事業者等に対して取り 組むべき災害防止対策等を検討中。

元請

同じ 作業場所にいる

自社の労働者

保護措置

保護

措置
保護

措置

保護措置

請負契約

同じ 作業所にいる

・ 一人親方

・ 他社の労働者

・ 資材を 搬入する 業者

・ 警備員　 など

※赤色が新たに義務付ける 措置

労働者 請負人（ 一人親方、下請業者）

危険有害作業
同じ 作業場所

①

②

事業者

事業者に取り 組んでも ら いたいこ と

● 危険箇所への立ち入り を 禁止する 義務。 ● 特定の場所での喫煙・ 飲食を 禁止する 義務。

● 危険性等を 掲示して知ら せる 義務。 ● 事故発生時、退避さ せる 義務。

同じ 作業場所にいる労働者以外の者に対する 保護措置の主な内容 令和5 年4 月1日施行
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● 労働災害内訳×「 事故の型」（ 荷役災害）

荷役作業時における 事故の型

● 労働災害内訳（ 荷役災害）

　  事故の型（ 墜落、転落）×「 起因物」

墜落、転落における起因物

荷役作業時における労働災害防止対策

■ 荷役作業時の労働災害においては、墜落・ 転落が約3 0％と 最多。

■ 墜落、転落のう ち 、ト ラッ ク から の墜落、転落が約7 0％。

　  ⇒　 荷役作業時における労働災害防止対策の充実が急務。

重点⑥

出典： 労働者死傷病報告（ 令和2 年）

人力運搬機

フォ ークリ フト

建築物、構築物

（ 4 ％）

荷姿のも の

（ 4 ％）

切れ、こ すれ

高温・ 低温の物と の接触

激突さ れ

崩壊、倒壊

飛来、落下

激突

はさ まれ、

巻き 込まれ

転倒（ 14 % ）

動作の反動、

無理な動作（ 19 % ）

ト ラ ッ ク

7 2 %

墜落、転落

2 9 %
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ト ラッ ク・ 荷台等から の墜落・ 転落による災害
⇒　 作業場所の高さ に関わらず、必ず保護帽を 着用するこ と

ト ラッ ク・ 荷台等での荷崩れによる災害
⇒　 荷を 積み込むと き 、必ず積荷の状態を 確認すること

フォ ークリ フト 使用時における災害
⇒　 フォ ークリ フト の運転者や周囲の労働者は、定めら れたルール（ 作業計画等）に基づき 適切に行動するこ と

ト ラッ ク の無人暴走による災害
⇒　 ト ラ ッ ク を 降車すると き 、必ず逸走防止措置（ ※）を 行う こ と

（ ※）逸走防止措置： ①パーキングブレ ーキ、②エンジン 停止、③ギアロッ ク 、④輪止め

ト ラッ ク 後退時における災害
⇒　 後退誘導に係る ルール（ 作業計画等）を 定め、後方確認ができる 場合にのみ、ト ラ ッ ク を 後退をさ せるこ と

重点事項ごと の具体的取組 重点⑥

⑥業種別の労働災害防止対策の推進（ 陸上貨物運送事業）

■ 「 荷役5大災害」防止のポイント

事業者に取り 組んでも ら いたいこ と

01
POI NT

04
POI NT

03
POI NT

02
POI NT

05
POI NT

● 作業に合った腰痛予防対策の実施

事業者に取り 組んでいただき たい内容（ 2 0 2 7 年まで）（ アウト プッ ト 指標） 取組の成果と し て得ら れる 結果（ 2 0 2 7 年まで）（ アウト カ ム指標）

「 荷役作業における安全ガイド ラ イン 」に沿った対策を 講じ る 事業場を4 5 % 以上 死傷者数を 2 0 2 2 年と 比較して5 % 以上減少
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荷役作業の安全対策ガイド ラ イン

● 管理体制の確立

● 具体的な防止対策

・ 墜落、転落による労働災害の防止対策

・ フォ ークリ フト 、ロ ールボッ クス パレッ ト 等による労働災害の防止対策

・ 転倒による労働災害の防止対策

● 安全衛生教育の実施

● 荷主等と の連絡調整

→　『 安全作業連絡書』の使用

● 自動車運転者に荷役作業を 行わせる 場合の措置

→　 運転者の疲労に配慮し た十分な休憩時間の確保

陸運事業者の実施事項 ● 管理体制の確立等

● 適正な労働時間の管理、走行管理

・ 走行計画の作成

・ 点呼等の実施

・ 荷役作業を行わせる 場合の措置

→ ・ 運転者の疲労に配慮し た十分な休憩時間の確保

　  ・ 荷の適正な積載

● 教育の実施

・ 交通危険予知訓練

● 意識の高揚

・ 交通安全情報マップの作成

● 荷主・ 元請事業者による 配慮等

・ 過積載運行の防止

・ 改善基準告示（ ※）の遵守

・ 安全な走行が出来ない発注の禁止

・ 到着時間の再設定等の措置

● 健康管理

● 改善基準告示（ ※）の遵守

● 陸運業者に荷役作業を行わせる 場合は事前に通知

● 陸運事業者と の連絡調整

→　『 安全作業連絡書』の使用

● 自動車運転者に荷役作業を 行わせる 場合の措置

→　 疲労に配慮し た休憩時間の確保、着時刻の弾力化

● 安全に荷役作業を 行える 場所、機械等の確保

荷主等の実施事項

荷役作業時における労働災害防止対策③ 重点⑥

（ 陸上貨物運送事業における労働災害防止のためのガイド ラ イン ）

※改善基準告示： 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

（ 平成2 5 年3 月2 5 日付け基発0 3 2 5 第1号）

交通労働災害防止のためのガイド ラ イン

（ 平成2 0 年4 月3 日付け基発第0 4 0 3 0 0 1号）

連
絡
調
整

荷主の協力が
不可欠
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建設業における 墜落・ 転落による 死亡災害発生状況 過去5 年間（ 平成3 0 ～令和4 年）の熱中症による 死亡災害

⑥業種別の労働災害防止対策の推進（ 建設業）

重点⑥重点事項ごと の具体的取組 

事業者に取り 組んでいただき たい内容
（ 2 0 2 7 年まで）（ アウト プッ ト 指標）

墜落・ 転落災害防止に関するリ スク アセスメ ント

に取り 組む事業場を 8 5 % 以上

取組の成果と し て得ら れる 結果
（ 2 0 2 7 年まで）（ アウト カ ム指標）

死亡者数を2 0 2 2 年と 比較して1 5 % 以上減少

本足場の例（（ 一社）仮設工業会より 提供）

一側足場の例（（ 一社）仮設工業会より 提供）

51人

（ 42%）

19人

8人

15人

9人

9人
6人

6人

建設業が最も 多い

墜落・ 転落のおそれのある

場所には囲い、手すり が必置

屋根・ 屋上等の端・ 開口部から

107件（ 34.0%）

足場に関連

56件

（ 17.8%）

通常作業中

39件
う ち一側足場

6件

組立・

解体中

17件

その他

136件（ 43.2%）

（  ）
はし ご・ 脚立33件、

その他建築物・ 構築物34件、その他69件

はり・ けた等から

16件（ 5.1%）

■建設業　 　

■製造業

■運送業　 　

■警備業

■商業　 　 　

■清掃・ と 畜業

■農業　 　 　

■その他

事業者に取り 組んでも ら いたいこ と

・ 墜落・ 転落のおそれのある 箇所への囲い、手すり 等の設置、フ ルハーネス 型

墜落制止器具の確実な 使用

・ はし ご・ 脚立等の安全な 使用の徹底等の実施

・ 墜落・ 転落災害防止に関するリ スク アセス メ ント の実施

・ 作業場所の暑さ 指数を 測定し 、屋根、休憩場所、通風・ 冷房設備を 設置

＊こ のほかの熱中症、騒音対策は、重点事項⑧を 参照

墜
落
箇
所
別
集
計



PAGE 34

⑥業種別の労働災害防止対策の推進（ 製造業）

重点⑥重点事項ごと の具体的取組 

事業者に取り 組んでいただき たい内容
（ 2 0 2 7 年まで）（ アウト プッ ト 指標）

機械による「 はさ まれ・ 巻き 込まれ」防止対策

に取り 組む事業場を 6 0 % 以上

取組の成果と し て得ら れる 結果
（ 2 0 2 7 年まで ）（ アウト カ ム指標）

機械による「 はさ まれ・ 巻き 込まれ」の死傷者

数を 2 0 2 2 年と 比較して5 % 以上減少

■ 食品加工用粉砕機・ 混合機

（ 対策の例）

両手で 左右の操作部を 操作す

る 両手操作式にする 。

（ 対策の例）

ガード を閉じなければ作動し ない

インタ ーロッ ク ガード 式にする。

プレス機械に手をはさ まれそう

になった

機械の清掃中に手を 巻き 込ま

れそう になった

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

R3R2R1H30H29

5,048
4,865

5,463
5,598

5,726

機
械（※

）
に
よ
る
は
さ
ま
れ
・

巻
き
込
ま
れ
災
害
の
死
傷
者
数
の
推
移

事業者に取り 組んでも ら いたいこ と

イ ン タ ーロ ッ ク 機構（ 可動

式覆いを 閉じ ないと 回転部

が動かな い 機能）を 有する

ミ キサーの事例

・ 製造時の残留リ スク 情報の使用者への確実な 提供

・ 機能安全の推進により 機械等の安全水準を 向上

・ リ スク アセスメ ント の実施結果に基づき 合理的な 代替措置による

安全対策を 推進

＊国は、作業手順の理解や危険への感受性を 高めるためのVRの活用要件を 検討

（ ※）原動機、動力伝達機構、木材加工用機械、建設用機械、金属加工用機械、一般動力機械、車両系木材伐出機

械等、動力クレーン等、動力運搬機を計上
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＊1「 チェ ーンソ ーによる 伐木等作業の安全に関するガイド ラ イン 」 平成2 7 年1 2 月7 日付け基発1 2 0 7 第3 号　 ＊2「 林業の作業現場における 緊急連絡体制の整備のためのガイド ラ イン 」 平成6 年7 月1 8 日基発第4 6 1 号の3

⑥業種別の労働災害防止対策の推進（ 林業）

重点⑥重点事項ごと の具体的取組 

伐倒する 木の下敷きになら ないよう 、周囲（ 伐倒する

木の2 倍の長さ ）に労働者を 立ち入らせない、待避場

所を決める 、立入禁止がわかるよう にし まし ょ う

林業

製造業

建設業

全業種

死傷千人率（ R 4 年）

2 3 .5

4 .4 5

2 .6 9

2 .3 2

千人あたり の災害発生率（ 死傷年千人率）

（ 出典）死亡者数は厚生労働省安全課調べ、死傷

者数は労働者死傷病報告、災害発生率は

労働力調査より 集計し た値により 算出

林
業
の
作
業
種
別
死
亡
災
害
の
発
生
状
況

（
平
成
30
年
〜
令
和
4
年
）
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運
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材
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16
649

25

2

96

伐木作業時に労働災害が

多発し ており 、対策が急務

全業種の

約1 0 .1 倍

事業者に取り 組んでも ら いたいこ と

事業者に取り 組んでいただき たい内容（ 2 0 2 7 年まで）（ アウト プッ ト 指標） 取組の成果と し て得ら れる 結果（ 2 0 2 7 年まで）（ アウト カ ム指標）

伐木作業による 死亡災害を 重点と し て 、労働災害の大幅な 削減に向けて取り 組み、死亡

者数を 2 0 2 2 年と 比較して1 5 ％以上減少
「 伐木等作業の安全ガイド ラ イン 」に基づく 措置を実施する事業場の割合を5 0 % 以上

・ 伐木等の際にはあら かじ め待避場所を 決めておき 、伐倒する 者以外の労働者を立ち入ら せないよう にする 。また、立入禁止について縄張、標識等で明示する

・ 連絡責任者を 定め、緊急時の連絡体制を 整備する

・ チェ ーンソ ーを 使用する 際は、下肢を 保護する 防護衣を 着用さ せる

・ かかり 木処理について 、かから れている 木を 伐倒し たり 、かかり 木に激突さ せるためにかかり 木以外の立木を 伐倒さ せない
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● メ ンタ ルヘルス 、過重労働、産業保健活動

労働者の

健康確保対策の推進
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脳・ 心臓疾患の労災補償状況 精神障害等の労災補償状況

脳・ 心臓疾患と 精神障害の労災補償状況

■ 脳・ 心臓疾患の労災認定件数は減少傾向。

■ 精神障害等の労災認定件数は、令和3 年度に過去最高と なった。

重点⑦

注： 自殺には未遂を 含む（ 出典： 脳・ 心臓疾患と 精神障害の労災補償状況）

■  認定件数　 　 ■  認定のう ち死亡 ■  認定件数　 　 ■  う ち自殺
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メ ンタルヘルス対策に取り 組んでいる事業所の割合（ 事業所の規模別） メ ンタルヘルス対策に取り 組んでいない理由（ 2020年）

メ ンタルヘルス対策を 取り 巻く 現状 重点⑦

出典： 労働安全衛生調査（ 実態調査）出典： 労働安全衛生調査（ 実態調査）

メ ンタ ルヘルス対策が低調な

理由と して、ノ ウハウの不足、

専門人材の不足が挙げら れる

2021202020182017

経費がかかり すぎる

労働者の関心がない

必要性を 感じ ない

専門スタ ッ フ がいない

取り 組み方が分から ない

該当する 労働者がいない

40

60

80

100

94.4
92.8

90.7
88.3

70.7
69.1

63.5

67.0

59.2
61.4

59.258.4
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小さ い規模の事業場ほど、

メ ンタ ルヘルス対策が低調
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労働者の健康確保対策の推進 重点⑦

【 相談先】産業保健総合支援センター（ さ んぽセンター）
： h ttp s://w w w .johas .g o .jp/sh isetsu/tab id /57 8/d efau lt .asp x

（ 調整） （ 調整）

※両立支援コ ーディ ネータ ーのな

り 手は、医療ソーシャルワーカー、

産業カウンセラ ー・ キャリアコン

サルタント 、社会保険労務士など

働く 人（ 患者）・ 家族

両立支援

コ ーディ ネータ ー

企業

人事労務担当（ 両立プラン作成）

産業医

産業保健スタッフ

医療ソ ーシャル

ワーカ ー

医療機関

主治医

（ 意見書作成）

治療と 仕事両立

プラン作成支援

（ 相談） （ 相談）

治療情報を共有し 、継続的に支援

事業者に取り 組んでも ら いたいこ と

メ ンタ ルヘルス対策
● スト レスチェ ッ ク の実施にと どまらず、スト レスチェ ッ ク の結果を も

と に集団分析を 行い、職場環境の改善を 実施。

● 職場のハラスメ ント 防止対策に取り 組む。

過重労働対策
● 長 時 間労 働 者への 医 師に よ る 面 接 指 導や 、産 業 保 健 ス タ ッ フ

（ 保健師、看護師等）による 相談支援を 受けるよう 勧奨　 他

産業保健活動の推進
● 事業場の状況に応じ て必要な 産業保健活動の実施。

● 治療と 仕事の両立において 、支援を 必要と する労働者が申し 出し

やすいよう 、職場環境の整備や両立支援コ ーディ ネータ ーを 活用

し た円滑な支援を 図る 。

01
POI NT

03
POI NT

02
POI NT

事業者に取り 組んでいただき たい内容（ 2 0 2 7 年まで）（ アウト プッ ト 指標）

● メ ンタルヘルス対策に取り 組む事業場を8 0 ％以上と する。

● 5 0 人未満の小規模事業場のスト レスチェッ ク 実施の割合を5 0 ％以上

● 必要な産業保健サービスを提供している事業場を8 0 ％以上と する。

● 企業の年次有給休暇の取得率を70 ％以上（ 2 0 2 5 年まで）

● 勤務間インターバル制度を導入している企業を15％以上（ 2 0 2 5 年まで）

取組の成果と し て得ら れる 結果（ 2 0 2 7 年まで）（ アウト カ ム指標）

● 自分の仕事や職業生活に関するこ と で 強い不安、悩み、スト レス があると する労働者

を5 0 ％未満（ 2 0 2 7 年まで）

● 週労働時間4 0 時間以上である雇用者のう ち 、週労働時間6 0 時間以上の雇用者を5 ％

以下（ 2 0 2 5 年まで ）
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■ 産業保健スタ ッ フ 、事業主等に対して、産業保健研修や専門的な相談への対応などの支援を 実施

・ 産業医等産業保健スタ ッ フ 向け専門的研修、事業主等向け相談対応

・ メ ンタ ルヘルス 対策や両立支援の専門家による 個別訪問支援

・ 事業主・ 労働者等に対する 啓発セミ ナー　 等　 　

※47 都道府県に設置産業保健総合支援センタ ー

産業保健活動総合支援事業のご 案内

地域産業保健センタ ー

■ 産業医、保健師を 配置し 、小規模事業場への支援を 実施

・ 長時間労働者、高スト レス者に対する 面接指導

・ 健康診断結果についての医師から の意見聴取

・ 労働者の健康管理（ メ ンタ ルヘルスを 含む）に係る 相談　 等　

※産業保健総合支援センタ ーの下、全国約3 5 0カ 所に設置

団体経由産業保健活動推進助成金

対 象 者： 事業主団体等や労災保険の特別加入団体

補助対象： 傘下の中小企業等に対し 、医師等による健康診断結果の意見聴取やスト レスチェ ッ ク 後の

職場環境改善支援等の産業保健サービ スを 提供するために、産業医等と 契約し 、その活

動に要し た経費の一部

補 助 率： 8 0 %

上 限 額： 10 0万円　 ＊1団体につき 年度ごと に1回限

（ 独）労働者健康安全機構

産業保健総合支援センタ ーへの

お問合せ： 0 5 7 0 -0 3 8 0 4 6

助成金に関する

お問合せ： 0 5 7 0 -7 8 3 0 4 6

お問合せ先
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化学物質等による

健康障害防止対策の推進
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化学物質による労働災害を取り 巻く 現状

個別規制の対象外と なっている 化学物質による労働災害が全体の約8 割

食品製造工場の通路において、次亜塩素酸ナト リ ウ

ムを 含有するカビ 取り 用洗剤を 使用して、通路の壁

のカビ 取り 作業を 行なっていた際に、汚れの落ちが

悪いため、通常5 0 0 倍に希釈し て作業すると こ ろ 、

洗剤を 希釈せずに原液のまま使用し た。帰宅後、息

苦し い等の症状が発生し たため病院を 受診し たと

ころ 、次亜塩素酸ナト リ ウム中毒と 診断さ れた。

化学物質による労働災害発生状況（ 令和3 年）

化学工場内における 廃棄物焼却炉の定期補

修工事で 、耐火物へ耐火物の硬化時間促進剤

である急結剤の吹付け作業を 行っていた 。そ

の際、ノ ズルと ホースの接続部から 飛散し た

強アルカリ の急結剤が作業者3 名の皮膚に付着

し たこ と により 、3 名と も 薬傷（ 化学性皮膚炎）

を 負った。

化学物質の性状に関連の強い労働災害（ 有害

物等と の接触、爆発、火災によるも の）が年間

約5 0 0 件発生

製造業のみならず、建設業、第三次産

業における労働災害も多い

出典： 労働者死傷病報告 出典： 労働者死傷病報告 出典： 労働者死傷病報告

有害物 15 6

爆発性の物等 1 3

可燃性のガス  3 8

爆発性の物等 1 6

その他の危険物、有害物 2 4 9

合計 4 7 2

起因物 件数

その他
15%

清掃・ と 畜
7%

接客娯楽

6%

商業
12%

建設業
14%

製造業
46%

重点⑧

災害事例① 災害事例②

特別規則対象物質

特別規則以外のSD S

交付義務対象物質

SD S交付義務
対象外物質

物質名が特定

できていないも の

合　 　 計

7 7（ 1 8 .5 ％）
3 8

（ 4 2 .2 ％）

1 8

（ 2 0 .0 ％）

3 4

（ 3 7 .8 ％）

1 1 4（ 2 7 .4 ％）
1 5

（ 1 1 .5 ％）

4 0

（ 3 0 .8 ％）

7 5

（ 5 7 .7 ％）

6 3（ 1 5 .1 ％）
5

（ 7 .5 ％）

2 7

（ 4 0 .3 ％）

3 5

（ 5 2 .2 ％）

1 6 2（ 3 8 .9 ％）
1 0

（ 5 .8 ％）
4 6

（ 2 6 .7 ％）
1 1 6

（ 6 7 .4 ％）

｠4 1 6 ｠
6 8

（ 1 4 .8 ％）

1 3 1

（ 2 8 .5 ％）

2 6 0

（ 5 6 .6 ％

件数
（ 平成3 0 年）

障害内容別の件数（ 重複あり ）

中毒等 眼障害 皮膚障害
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重点事項ごと の具体的取組 

⑧化学物質等による 健康障害防止対策の推進（ 化学物質による 健康障害防止対策）

重点⑧

危険性・ 有害性が確認さ れたすべての化学物質について、ばく 露さ れる 程度を 最小限度と する（ 一部物質については国が定める濃度基準

値以下と する ）こと により 、労働者の健康障害を 防止する 必要がある

事業者に取り 組んでいただき たい内容（ 2 0 2 7 年まで ）（ アウト プッ ト 指標）

危険性又は有害性が把握さ れている化学物質のう ち 、

● 義務対象と なっていない物質について 、ラ ベル表示・ S D S の交付を 行っている 事

業場の割合を 、2 0 2 5 年までにそれぞれ8 0 ％以上と する 。

● 義務対象と なっていな い物質について 、リ スク アセス メ ント を 行っている 事業場

の割合を 2 0 2 5 年までに8 0 ％以上と する 。その上で 、リ スク アセスメ ント の結果に

より 労働者の危険又は健康障害を 防止する 必要な 措置をし ている 事業場の割合

を2 0 2 7 年までに8 0 ％以上と する 。

取組の成果と し て得ら れる 結果（ 2 0 2 7 年まで）（ アウト カ ム指標）

化学物質の性状に関連の強い死傷災害※の件数を2 018 年から 2 0 2 2 年までの5 年間と

比較して、2 0 2 3 年から 2 0 2 7 年までの5 年間で、5 ％以上減少さ せる。

※有害物等と の接触、爆発、火災によるも の

CHECK

目標達成に向けて国等が取り 組むこ と

● GH S分類・ モデルSD S作成、クリ エイト・ シンプル（ 簡易リスク アセスメ ント ツール）の改修や周知等

● 業種別・ 作業別の化学物質ばく 露防止対策マニュ アル作成支援

● 中小事業者向けの化学物質管理に関する 相談窓口・ 訪問指導・ 人材育成（ 講習会）の機会を提供

■ 従来の個別規制に加えて 、国による GH S分類で危険性・ 有

害性が確認さ れたすべての化学物質について、

・ 危険性・ 有害性の情報の伝達（ 譲渡・ 提供時のラ ベル表示・ SD S

の交付）

＊　 SD Sには、必要な 保護具の種類も 含め「 想定さ れる 用途及び当該

用途における 使用上の注意」も 記載

・ リ スク アセス メ ント を 実施（ 製造・ 取り 扱い時）する

・ 労働者がばく 露する濃度を 国が定める濃度基準値以下に管理する

・ 薬傷や皮膚吸収による健康影響を 防ぐ ため、労働者に不浸透性の

保護衣、保護手袋等適切な 保護具を 使用さ せる

事業者に取り 組んでも ら いたいこ と



PAGE 44
労働者の石綿健康障害防止対策の強化

1950 60 70 80 90 2000 10 20 30 40 50 60

石綿輸入量 石綿使用可能性のある 建築物の解体棟数（ 推計）

重点⑧

■ 過去の石綿建材使用時の石綿ばく 露により 、毎年多く の労災認定

■ 石綿使用建築物の解体棟数は2 0 3 0 年頃のピーク に向けてさ ら に増加

■ 今後の石綿使用建築物の解体工事で石綿ばく 露防止対策の強化が必要

今後の解体工事等で取り 扱われる石綿により 健康障害を発生させないこと が重要CHECK

500

1000

（ 人）

石綿関連疾患の
労災認定等件数

毎年約1,0 0 0 人

う ち建設業5 0 0 人強
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内装工事

電気設備工事

外壁補修

配管補修

解体工事

風呂リ フォ ーム

レ ベル１
石綿含有吹付け材

レ ベル２
石綿含有保温材、

耐火被覆材、断熱材

レ ベル３
スレ ート 、Pタ イル等

その他石綿含有建材

※１  解体部分の床面積が8 0 m 2 以上の建築物の解体工事、請負金額が10 0 万円以上の建築物の改修工事及び特定の工作物の解体・ 改修工事

※２  石綿含有けい酸カルシウム板１ 種（ 天井、耐火間仕切壁等に使用）： レベル１・ ２ ほどの飛散性はないが他のレベル３ より 飛散性が高い

事前の措置

事
前
調
査
結
果
等
（
一
定
規
模
以
上
の
工
事

＊
１

が
対
象
） ⇒

 

報
告

計
画
届 ※

十
四
日
前

作
業
者
に
対
す
る
特
別
教
育

解体作業時の措置

発生源対策

○ 湿潤化

ばく 露防止対策

○ 呼吸用保護具

○ 保護衣

関係者以外の立入禁止

石綿作業主任者の選任

付着物の除去　

飲食喫煙の禁止

掲示

負圧隔離

集じ ん・ 排気装置の

初回時、変更時点検

作業開始前、中断時の

負圧点検

隔離解除前の

取り 残し 確認等

※負圧は不要

隔離

管理

保護具等の管理　

健康診断

調査結果の

3 年保存、

現場への備え付け

作業状況等の

写真等による記録

（ 3 年保存）

自社の建築物等でアスベスト を 使用する

製品がないか、ご確認く ださ い

その工事、

「 石綿」が含まれて
いませんか？

アスベスト

けい酸カルシウム板1種※２（ 破砕時）

仕上げ塗材（ 電動工具での除去時）

重点事項ごと の具体的取組 

⑧化学物質等による 健康障害防止対策の推進（ 石綿、粉じ んによる 健康障害防止対策）

重点⑧

■ 建築物石綿含有建材調査者講習を 修了し た者等による 事前調査（ ＊1 ）を 確実に実施。

調査結果に基づき 適切に石綿ばく 露防止対策を 講じ る

＊1 　 令和5 年10月施行（ 工作物の事前調査は令和8 年1月施行）

＊2 　 国等は、関係省庁と の連携や解体・ 改修工事発注者（ 個人住宅の施主を 含む。）の配慮義務について周知等を 図る

■ 第10 次粉じ ん障害防止総合対策に基づき 、呼吸用保護具の適正な選択及び使用の徹底等による自主的取組を推進する

事業者に取り 組んでも ら いたいこ と
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■ 作業場の騒音レ ベルを 評価し 、騒音源の低騒音化・ 除去のほか、遮音など

の対策を 実施

■ 必要かつ十分な遮音値の聴覚保護具を 労働者に着用さ せる

■ 半年以内ごと に1回（ 雇入れの際または配置替えの際に）、健康診断を 実施

■ 作業場所の暑さ 指数を 測定し 、暑さ 指数低減のために屋根、休憩場所、通風・ 冷房設備を 設置

■ あら かじ め労働衛生教育を 行い、管理体制を 整え、発症時・ 緊急時の措置を 確認、周知する

■ 労働者に日常の健康管理を 意識、暑熱順化、定期的に水分・ 塩分を 摂取、異変を 感じ たら 躊

躇なく 周囲の者に申し 出、をさ せる 。

＊ 国では、熱中症予防の先進的事例を 紹介、労働者向けの教育ツールを 提供

暑さ 指数（ 屋外）

乾球温度＋黒球温度＋自然湿球温度

１ ： ２ ： ７

重点事項ごと の具体的取組 

⑧化学物質等による 健康障害防止対策の推進（ 熱中症、騒音による 健康障害防止対策）

重点⑧

騒音障害防止ガイド ラ イン

対象事業場について、騒音レ ベルを 把握し 、聴力検査、必要な保護具等を 選定する 必要がある 。

事業者に取り 組んでいただき たい内容
（ 2 0 2 7 年まで）（ アウト プッ ト 指標）

熱中症災害防止のために暑さ 指数を 把握し 活用し て

いる事業場を2 0 2 3 年と 比較して増加

取組の成果と し て得ら れる 結果
（ 2 0 2 7 年まで）（ アウト カ ム指標）

増加が見込まれる 熱中症による 死亡者数の増加率※

を第13 次労働災害防止計画期間と 比較して減少さ せる。

事業者に取り 組んでも ら いたいこ と  【 熱中症対策】

事業者に取り 組んでも ら いたいこ と  【 騒音対策】

騒音性難聴は治療困難な障害なため、

予防対策が重要です
CHECK

ハン マーを 用いた

金属打撃作業
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STOP!  熱中症クールワークキャンペーン等 重点⑧

︕熱中症

キャンペーン
実施要項

重点取組

５ 月4 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月

準備 キャンペーン期間

職場で の熱中症により

毎年約2 0 人が亡く なり 、

約6 0 0 人が4 日以上仕事を 休んで います 。

熱中症予防啓発キャ ラ ク タ ー

チュ ーイ 　 カン 吉チュ ーイ 　 カン 吉

Q R コ ード は

こ ちらです

■ STO P！熱中症　 ク ールワーク キャンペーン（ 5月1日～9月3 0日）における 、

・ 緊急時の対応の確認を はじ めと して 重点的な 取組の推進

・ 都道府県労働局、各労働基準監督署における 事業者向けリ ーフ レット の配布

■ 職場における 熱中症予防対策を まと めたポータ ルサイト の整備を実施すると とも

に、熱中症予防対策の啓発を 実施。

場所を 問わずアク セスして学べる eラ ーニングコ ン テンツを 拡充。

（ ポータルサイト U RL： h ttp s: //n eccyu sh o .m h l w .g o . j p /）
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放射線被ばく 管理に関する労働安全衛生マネジメ ント システム

方針の表明
放射線被ばく 管理の

基本的な考え

リスクアセスメ ント
使用機器・ 手技等ごと に

想定さ れる被ばく 線量の評価

計画の作成
リスクアセスメント を踏まえた、

目標を 達成するための

具体的な実施内容

目標の設定
被ばく 線量低減の目標

P

計画の実施
計画を 適切かつ継続

的に実施・ 運用する手

順を定め、こ の手順に

従い適切かつ継続的

に実施・ 運用する。

D

システムの評価
計画が着実に実施・ 運

用さ れているか、目標

は達成さ れつつある

か等について 日常的

な点検・ 改善を 行う と

と も に、システムの評

価として監査を行う 。

C

システムの改善
シス テムの 妥当性と

有効性を 評価し 、シス

テム全体を 包括的に

見直し 、改善する。

A

厚生労働省で は、医療従事者の被ばく 低減に向けたマネジメ ント システム

の導入に向け、研修会等を 行っていますので是非ご 活用く ださ い。

２ 個以上放射線線量計

を 装着し 、被ばく 線量を

見 え る 化し て 健 康 障 害

を 防止し まし ょ う

適切な 数の線量バッ ジ 等を 装着し まし ょ う

重点事項ごと の具体的取組 

⑧化学物質等による 健康障害防止対策の推進（ 電離放射線による 健康障害防止対策）

■ 東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた作業や帰還困難区域等で行われる除染等の作業に従事する労働者に対して

安全衛生管理（ ①被ばく 線量管理、②被ばく 低減対策、③健康管理 等）を 徹底する

■ 医療従事者の被ばく 線量管理と 被ばく 低減対策の取組を推進するほか、被ばく 線量の測定結果の記録等の保存を 徹底する

＊　 国等で は、医療機関に対して、放射線被ばく 管理に関する労働安全衛生マネジメ ント システムの導入を 支援

重点⑧

事業者に取り 組んでも ら いたいこ と

不均等被ばく の場合

均等被ばく の場合の装着位置に加えて、 体幹部及び末端部のそれぞれ

について、 最も 多く 放射線にさ らさ れるおそれのある部位に装着。

「 不均等被ばく 」と は、体に受ける被ばく 線量が均等でない
ことをいい、防護エプロンを使用する場合などが該当します。

※　 最も多く 放射線にさらさ れる部
位が、均等被ばく の場合と 同一であ
るときは、放射線測定器の追加は不
要です。

※　 末端部の被ばく 線量が体幹
部の被ばく 線量を 下回る場合、
放射線測定器の追加は不要です。

放射線線量計（ 線量バッ ジ等） が 2 個以上必要です。

装着例 体幹部の装着位置

体幹部のう ち、 最も 多く

放射線にさ らさ れる

おそれのある部位

末端部のう ち、 最も 多く

放射線にさらさ れる

おそれのある部位

末端部の装着位置

均等被ばく の
場合の装着位置


